
四日市市ネットモニター設置要綱 

（平成１６年８月１０日施行） 

 

（設置） 

第１条 市民の市政に対する意向を把握するため、四日市市ネットモニター（以下「モ

ニター」という。）を設置する。 

 

（任務） 

第２条 モニターは、市が回答を依頼した市政に関するアンケートに、インターネット

を利用して回答するものとする。 

 

（任期） 

第３条 モニターの任期は、モニターを依頼した日から退会の日までとする。 

 

（応募資格） 

第４条 モニターに応募できる者は、市内に在住し、市政に深い関心を持つ16歳以上の

者で、インターネット及び電子メールの利用が可能なものとする。ただし、四日市市

の職員及び四日市市の市議会議員である者は応募することができないものとする。 

 

（認証） 

第５条 市は、モニターにユーザーＩＤ及びパスワードを発行し、本人の認証を行う。 

 

 （アンケート） 

第６条 モニターの回答するアンケートは、市が即時に市民の意向を聴きたい内容を取

り込んだものとする。 

 

 （結果の公開） 

第７条 アンケートの結果は、市ホームページで公開をする。 

 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、ネットモニターに関し必要な事項は、市が別に

定める 

   附 則  

 この要綱は、平成１６年８月１０日から施行する。 

 

 


